
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業者の高齢化、後継者や担い手の不足、遊休荒廃農地の増加、さらにはウクライナ情勢の悪

化による肥料や燃料などの物価高騰による生産コストの増大は一向に収まる兆しはなく、食料・

農業・農村基本法の見直しに向けた議論が国で行われているとは言え、農業を取り巻く環境は、

大変厳しく困難な状況です。 

このような中、農業者が今後も安心して農業を継続できる、また遊休農地の発生防止、解消等 

農地利用の最適化が図られるよう意見しました。※提出した意見書はＨＰに公開しています。 

     竹村健市長（右）に 

意見書を提出する武村秀夫会長 

令和 6 年度に向けた意見書を提出！ 

農地の荒廃を防ぎ、優良農地維持のため、農地パトロールを実施中！ 

▲市議会中野副議長（右から 5人目）に要望書を提出する農業委員、農地利用最適化推進委員 

令和 5年 11月 21日、栗東市

農業委員会は、農業委員会等に

関する法律第 38条第 1項の規

定に基づき、「令和 6年度栗東

市農業施策等に関する意見書」

を竹村健 市長に提出しまし

た。 

同日に栗東市議会の中野光一 

副議長を訪問し、意見書の内容

を市議会として反映して頂ける

よう、要望書として提出し理解

を求めました。 

 



全国農業新聞を購読しませんか！ 

全国農業新聞は… 

農業者の公的代表機関である農業委員会系統組織が発行する農業総合専門紙です。 

「週刊」の時間を生かし、情報がわかりやすいよう解説的にまとめています。また、多

くの読者の皆様に満足して頂けるよう、家族全員が楽しめる記事も充実しています。 

さらに、全国 47都道府県にある支局の県版・地方版の充実により、地域の元気で特徴

ある明るい話題や地域独自のイベント情報などの提供に努めています。 

 

（月４回金曜日発行 B3 版 10～14頁建 購読料：月 700円[送料、税込み]） 

 

申し込みは、栗東市農業委員会事務局（庁舎２階 電話 077-551-0319）まで。 

お支払いにつきましては、JAの口座引落が便利です。 

   

令和 5年 11月 30日に東京都の文京シビックホール 

で全国農業委員会会長代表者集会が開催されました。 

集会において「農地利用の最適化」「農地政策の 

強化」の２点を要点とした「令和 6年度農業関係予算 

の確保等に関する要請」が決定され、これらの取り組 

みをお願いするため、本県選出国会議員への要請活動 

を行いました。 

 

 

 

農業委員会は、日常的な農業委員等の担当地区ごとのパトロールや農地相談に加え、月例の市内

農地パトロールを実施し、無断転用等の抑制に取り組んでいます。 

令和 5年 11月 14・15 日の２日間、農地部会を中心に課題農地の対策の一環として、全市地域を

対象に市内 25筆、合計 27,616 ㎡の農地について大規模なパトロールを実施しました。 

昨年に引き続き遊休・荒廃農地として課題のある農地の地権者に対して、通知及びヒアリング

を実施します。遊休・荒廃農地を抑制するためにも日々の自己管理等お困りの際には地域担当の

農業委員等（広報とじこみ参照）または事務局への相談をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 5 年度 全国農業 委員会会 長代表者 集会  

▲武村展英国会議員（中央）に 

要請書を提出する湖南四市農業委員会長 

◀遊休農地をパトロールする委員・最適化推進委員 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

治田地振協による春の苗植えに引き続き、

いよいよ収穫の秋！当委員会委員もサポート

の中、収穫が行われました。 

 令和 5 年 10 月 4 日治田保育園の園児たち

は、一生懸命お芋を掘っていました。 

「こんな長いの掘れた！」「もうこれ掘ったん

○個目！」「めっちゃぶっとい！（笑）」とお芋

を掘った子どもたちはそれぞれの感想を言い

ながらたくさんのお芋を収穫しました。 

 

▲当日の様子（右 松村推進委員） 

 

 

▲お芋ほりに夢中の園児 

前号でもお知らせさせていただいてい

た「小野の未来のまちづくりを考える会」

の取り組みによる、小野地先の遊休農地を

活用した秋ひまわり園が開かれました。 

また、同園のひまわりは１１月の土日に

切り花販売がされました。 

今年は暑かったこともあり、１０月末に

はすでに満開の状態でした。 

この取り組みは京都新聞に取り上げら

れ、担当者の携帯電話には問い合わせが 

殺到し、「うれしい 

悲鳴」と笑顔でお話 

されていました。 
▲満開の秋ひまわり（小野） 

 

一面の秋ひまわり（小野）→ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人生の中で、嫁ぐまで「農」はもちろん「土」にも縁のない人間

として、今回このご縁をいただいたこと、初めてのチャレンジ農業

塾は、真に私にとってチャレンジそのものでした。 

米作りには何十年もたくさんの方々の教えをいただき自信も生

まれましたが、チャレンジ農業塾での実施品目であるイチゴ栽培

となるとまったく視点も違い、受講生の作業のお手伝いをする中

ですべてが新鮮で興味深く学ばせていただくことができました。 

講師の方は、イチゴ栽培のノウハウがわからない私のどんな些

細な質問にも一つ一つ丁寧に説明下さり、またおぼつかない手つ

きの作業に「失敗しても大丈夫だから」と励ましのお言葉をいただ

きながら、多くのことをお教えいただきました。 

 

 

令和 5年 11月 18・19日に開催された JAレー 

ク滋賀主催の田舎の元気や大感謝祭で、農業委員 

会は全国農業新聞と農業者年金の加入啓発の他、 

コーヒーを無料で振る舞いました。 

 18 日は、気温が低く風の強い非常に寒い中で 

したが、農業新聞の説明を聞いて中には即日申し 

込みをしていただいた方もいらっしゃいました。 

 19 日は一転、非常に天気が良く穏やかな気候の 

中、「農地パトロールってどんなことするの？」 

と農業委員会の活動に興味を持っていただく方も 

いらっしゃいました。 

ここ数年は、コロナ禍であったため開催の見送りや、飲食の制限などが行われていましたが、

今回は飲食の解禁がなされ、両日とも多数の来場者で賑わい、農業委員会の活動を広報できた

大感謝祭となりました。 

 

蔵町担当委員 

農政・広報部会員 青木 喜久美 

作業中は印象に残る出来事も多く、例えばお花の中で受粉の役

割を担ってくれているミツバチの姿がとても愛しく「頑張って

ね！」と声をかけたくなるほど（笑） 

取材の一部で、作業のお手伝いだけではありましたが、意識が随

分と変わったことをとても自覚しております。 

イチゴは１２月から収穫が始まります。受講生のお手伝いとし

て少しでも作業に関わったことを期にまた新しい「農」への興味が

出来たことは、私にとって財産、チャレンジの機会をいただけたこ

とは感謝でしかありません。 

受講生の方、ご指導いただいた講師の方々、本当にありがとうご

ざいました。 

 

▲頑張るミツバチ 

▲作業前の資材 

▲農業新聞の啓発中に談笑する様子（右：武村秀夫会長） 

チャレンジ農業塾 

 



 

 

JA レーク滋賀主催の田舎の元気や大感謝祭でも説明させていただいた、農業者年

金制度は、農業者の老後の生活の安定と福祉の向上に加え、保険料助成を通じて担い

手を確保するという目的をあわせ持つ少子・高齢化に対応した農業者のための年金

制度です。今回はポイントを絞ってご紹介します。 

加入資格者 

 

 

 

 

納付額が自分で選択できる 

 

 

 

 

 

年金額が生涯保障される 

 

 

 
 

税制面で優遇がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★加入者の声★ 

・貯金替わりに積立しています！ 

・節税効果が魅力的に感じます！ 

・終身保険が他の年金と比べて 

 魅力的です！ 

 

ア 年間 60日以上農業に従事する 

イ 国民年金の第１号被保険者（国民年金の保険料納付免除者を除く） 

ウ 20-65 歳までの方（ただし、60 歳以上は国民年金の任意加入被保険者） 
 

一か月 2万円から 6 万 7 千円の範囲で納付額を選択できます。 

また、納付額は千円単位でいつでも変更が可能です。 

納入方法については、毎月納付か翌年一年分の一括納付の選択ができます。 

貯金と違い、農業者年金には利子課税がつきません。 

上記、死亡一時金についても全額非課税です。 

また、支払った全額が社会保険料控除対象となります。 

何歳まで生きるか誰も予測できない老後生活で生涯一定所得が確保されます。 

また、80 歳までにお亡くなりになられた場合、80 歳まで生きた場合にもらえ

る金額が遺族へ死亡一時金としてお支払いされます。 

お問合せ、詳細は下記まで 

栗東市農業委員会事務局   住所：栗東市安養寺一丁目１３番 33号（2F 農林課横） 

ＴＥＬ：077-551-0319 ＦＡＸ：077-551-0148 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 担当者に連絡が、繋がらない場合は、事務局から連絡します。 

☆総会日程☆ 

第 6回栗東市農業委員会総会・・令和 6年 1月 10日(水) 午前 9時 30分～  場所:市役所庁舎 4階 協議会室 

第 7回栗東市農業委員会総会・・令和 6年 2月 9日(金) 午前 9時 30分～  場所:市役所庁舎 4階 協議会室 

第 8回栗東市農業委員会総会・・令和 6年 3月 11日(月) 午前 9時 30分～  場所:市役所庁舎 2階 第１会議室 

  

第２４期栗東市農業委員会   会長 : 武村秀夫     副会長 : 中井 栄夫 

編 集 : 栗東市農業委員会農政・広報部会               農政・広報部会長  : 小山邦一   

農政・広報部会員 :  小山邦一 / 服部新次 / 青木喜久美/ 田中喜八郎 

発行日 : 令和 5 年 12 月 11 日(月)  発 行 : 栗東市農業委員会  TEL:077-551-0319  FAX:077-551-0148 

区

域

美之郷・浅柄野・雨丸 農業委員 中島　豊勝 077-558-0444 田村

中村 農業委員 服部　新次 077-558-1086 山口

上向・下向・川南 農業委員 青木　文男 077-558-1262 青木喜

蔵町 農業委員 青木　喜久美 090-8828-5836 青木文

片山・走井・成谷
農地利用

最適化推進委員 田村　耕一 090-2599-5879 中島

山入・辻越
農地利用

最適化推進委員 山口　和浩 090-3465-5101 服部

東坂・井上・観音寺
農地利用

最適化推進委員 竹村　明 090-3947-2270 山口

伊勢落・林 農業委員 武村　秀夫 077-552-3132 村田

小野・手原・大橋 農業委員 小山　邦一 090-5648-7273 大角

六地蔵 農業委員 大角　重治 090-5057-2224 小山

出庭・辻・今土 農業委員 小西　　隆 090-7353-5969 松村

小坂
農地利用

最適化推進委員 村田　和美 070-6500-4879 武村

中・宅屋
農地利用

最適化推進委員 松村　洋子 080-1432-8786 小西

小柿・小柿第１・新屋敷・中沢
・下鈎甲・下鈎乙・下鈎糠田井

農業委員 片岡　郁雄 077-552-1363 林

下戸山・岡・目川 農業委員 田中　喜八郎 090-6556-4978 𠮷川

坊袋・川辺 農業委員 𠮷川　新太郎 077-552-3548 田中

上鈎・安養寺
農地利用

最適化推進委員 林　久 077-552-4557 片岡

綣第１・綣北・綣南 農業委員 中井　栄夫 090-3276-3876 後藤

小平井・北中小路・十里 農業委員 寺田　忠良 090-1487-7406 杉田

市川原・笠川・霊仙寺
農地利用

最適化推進委員 杉田　健一 080-8940-0589 寺田

蜂屋・野尻・苅原 農業委員 後藤　　昇 090-8575-6278 中井

農地法に基づく申請や届出等の手続き書類の現地の判断や、農地等に関するご相談は、下記の担当が対
応します。

（担当期間：令和５年７月２０日～令和８年７月１９日）

治
　
　
　
田

大
　
　
　
宝

金
　
　
　
勝

葉
　
　
　
山

《 第２４期栗東市農業委員会委員 ◆ 第３期栗東市農業委員会農地利用最適化推進委員 》

農地法に基づく申請・届出その他関係書類の

現 地 確 認 担 当 一 覧

担　当　集　落　名 職 担　　当 連　絡　先 副担当


